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重要!!  研修会受講に係る受講料について（お知らせ） 
 

 

日頃、本会の事業にご理解とご支援をいただき厚くお礼申し上げます。 

平成 30 年度に開催する研修会の受講料につきましてご案内させていただきます。 

会員の受講料で受講ができるのは平成 30 年度の会員手続が完了している方のみです。 

書類手続中の方や会費未納入の方は非会員の受講料となります。 

 

 

【会員の受講料で受講ができる方：県協会で H30 年度の会員手続完了の確認が取れた方】 

・会員手続完了の確認が取れた方とは研修の申込期間終了日のおおむね 1 週間前を目安に、H30 年度の

「入会申込書／会員情報変更届」を提出し、かつ会費を納入した方 

 

 

記 

 

 

１．注意事項 

 

・研修の申込期間終了日のおおむね 1 週間前を目安に手続をお済ませください。 

・手続きに時間がかかる場合がありますので、会費を施設で取り纏めてご入金頂いているご施設様は

特にご注意いただきたく、お願い致します。 

・会員手続完了の確認は会員専用ページ「キャリナース」で出来ます。「施設 Web」上でも同じく確

認が出来ますので、必ず「納入済」となっている事をご確認下さい。 

・会員の手続が完了しますと「キャリナース」で研修の履歴管理が出来ます。 

・提出した書類の不備等で手続きが完了しない方や残高不足等で会費の引落しが出来ない方は非会

員の受講料となります。 

 

 

２．研修計画冊子配布前に申込期間が始まる主な研修の会員手続の目安日 

（申込期間終了日のおおむね 1 週間前） 

 

・訪問看護従事者研修会(実践編)     ２月 ９日（金） 

・セカンドレベル研修          ３月１５日（木） 

・看護の将来ビジョンと看護職への期待  ３月２３日（金） 

・ファーストレベル研修         ４月１１日（水） 

 


